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   防衛装備庁における装備品等又は役務の調達における総合評価落 

   札方式の適用に関する事務処理要領の細部事項の調査研究等への 

   適用に当たっての追加事項について（通知） 

 

 

 標記について、防衛装備庁における装備品等又は役務の調達における総合評

価落札方式の適用に関する事務処理要領について（装管調第１６７６７号。３０．

１２．１７）別紙第１１項の規定に基づき、別紙のとおり定めたので、遺漏のな

いよう措置されたい。 

 

関連文書：装管調第１６７６７号（３０．１２．１７） 

添付書類：別紙 

写送付先：大臣官房会計課長、整備計画局施設計画課長、防衛大学校総務部会計

課長、防衛医科大学校事務局経理部経理課長、防衛研究所企画部企画

課長、統合幕僚監部総務部総務課長、陸上幕僚監部監理部会計課長、

陸上幕僚監部装備計画部装備計画課長、海上幕僚監部総務部経理課長、

海上幕僚監部装備計画部装備需品課長、航空幕僚監部総務部会計課長、

航空幕僚監部装備計画部装備課長、情報本部総務部会計課長、防衛監

察本部総務課長、各地方防衛局総務部会計課長、長官官房会計官、調

達管理部原価管理官、調達管理部企業調査官、各研究所総務課長、各

試験場長 



別紙 

   防衛装備庁における装備品等又は役務の調達における総合評価落 

   札方式の適用に関する事務処理要領の細部事項の調査研究等への 

   適用に当たっての追加事項 

 

１ この追加事項は、公共調達の適正化を図るための装備品等又は役務の調達

における総合評価落札方式の適用について（装管調第１６７６６号。３０．１

２．１７。以下「長官通知」という。）、防衛装備庁における装備品等又は役務

の調達における総合評価落札方式の適用に関する事務処理要領について（装

管調第１６７６７号。３０．１２．１７。以下「部長通知」という。）及び防

衛装備庁における装備品等又は役務の調達における総合評価落札方式の適用

に関する事務処理要領の細部事項について（装管調第１６７６８号。３０．１

２．１７。以下「課長通知」という。）に定めるもののほか、中央調達におい

て調査研究等に係る契約を総合評価落札方式を適用して行うために追加的に

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ この追加事項における用語の意義は、長官通知及び部長通知に定めるとこ

ろのほか、次の各号に定めるところによる。 

⑴ 部内限り 取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取

扱いについて（防防調第４６０８号。１９．４．２７）第１第２項第１号に

規定する部内限りをいう。 

⑵ 注意 取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱い

について（防防調第４６０８号。１９．４．２７）第１第２項第２号に規定

する注意をいう。 

⑶ 秘密 秘密保全に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３６号）第２条第

１項及び防衛装備庁における秘密保全に関する訓令（平成２７年防衛装備庁

訓令第２６号）第２条第１項に規定する秘密をいう。 

⑷ 特別防衛秘密 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法（昭和２９年法

律第１６６号）第１条第３項に規定する特別防衛秘密をいう。 

⑸ 特定秘密 特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）第

３条第１項に規定する特定秘密をいう。 

⑹ 秘密等 秘密、特別防衛秘密又は特定秘密をいう。 

⑺ 保護すべき情報 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの

確保について（防装庁（事）第１３７号。令和４年３月３１日。以下「情報

セキュリティ通達」という。）第２項第１号に規定する情報をいう。 

 

３ 契約担当官等は、調査研究（契約の目的に係る行政事務に関する情報の収集

整理若しくは課題の特定、選択肢の作成評価、要求要件の定義その他の検討又

は当該収集整理若しくは検討に係る補助、支援、助言、提言等に関する業務を

いい、調達要求又は入札公告等において「調査」又は「調査研究」の語を用い

ないものを含む。）又はコンピューター・サービス若しくは電気通信サービス

の調達に関する委託、請負等の契約を行う場合には、契約を履行する業務に従

事する者（以下「業務従事者」という。）各個人の学歴、職歴、業務経験その



他の経歴又は専門的知識その他の知見、資格等の差異によって事業の成果に

ついて生ずる差異が特に小さく、かつ、秘密等及び保護すべき情報その他の非

公知の情報を契約相手方が知得し、又は生成する機会を伴わないと書面によ

りあらかじめ調達管理部調達企画課長の同意を得て認めるとき及び次項によ

るときを除き、長官通知、部長通知及び課長通知並びに次の各号に定めるとこ

ろにより総合評価落札方式を適用して行うものとする。 

⑴ 物別官室長は、部長通知別紙第７項に規定する評価の基準（以下「評価基

準」という。）に係る課長通知別紙第５項第１号又は第２号の協議に先立ち、

又はこれに伴って行う調達要求をする者（以下「調達要求元」という。）と

の調整に当たって、仕様書に付紙第１－１又は付紙第１－２を基準とする要

求事項が規定されるよう調整する。この場合において、当該仕様書が複数の

者からの事前の提案活動又は情報収集等に基づき作成されたものでないと

きは、調達要求元から、書面により、競争参加資格及び履行能力の双方を兼

ね備える者が一者に限られることの合理的な説明が提出されるまでは、以降

の手続を進めない。 

⑵ 物別官室長は、評価基準に係る課長通知別紙第５項第１号又は第２号の協

議に当たって、あらかじめ付紙第２を基準とする評価要素を盛り込んだ評価

項目を設ける。 

⑶ 前号の評価基準において、入札者たる事業者の履行能力ではなく、業務従

事者各個人の業務実施能力を評価する項目を設ける場合には、必要に応じ、

一人につき一の評価項目を充て、又は複数人に係る評価を一の評価項目に統

合することができる。 

⑷ 前号において複数人に係る評価を一の評価項目に統合する場合における

当該評価項目に対する得点（必須項目に係る基礎点若しくは提案項目に係る

加算点又はその双方の合計点をいう。）の配分は、課長通知別紙第５項第６

号の規定にかかわらず、技術等（入札者の提示する専門的知識、性能、機能、

技術及び創意等をいう。以下同じ。）に対する得点配分全体の１０分の１に

当該評価項目の対象人数を乗じた数以下とする。 

⑸ 物別官室長は、課長通知別紙第７項に規定する入札説明書に、付紙第３を

基準とする手続等を明記する。 

⑹ 物別官室長は、入札者から付紙第３第ｎ項第２号イ及びウに掲げる資料が

提出されたときは、速やかにその写しを調達要求元に送達し、当該資料に関

し、説明、質問への回答、追加資料の提出、修正、差替えその他入札者に対

して求める措置を照会する。 

⑺ 前号の照会結果による入札者に対する措置の求めは、物別官室長を通じて

文書により行う。 

⑻ 物別官室長は、前２号により提出等された資料、説明等に基づき、調達要

求元と協議の上、付紙第１－１又は付紙第１－２第ｍ.○項ａ）からｃ）ま

でに定める情報保全に係る履行体制の実効性に対する法令上、契約上又は事

実上の影響について懸念が存在しないことを確認する。この場合において、

調達要求元が防衛省本省内部部局又は防衛装備庁内部部局に属する者以外

の者であるときは、書面により、事前に調達管理部調達企画課長の同意を得

る。 



⑼ 物別官室長は、前号の確認ができない入札者については、当該懸念が存在

しないことの追加的な証明を求める。 

⑽ 第７号又は前号の求めは、入札書等の提出期限又は課長通知別紙第７項第

２号に規定するヒアリングの実施時期のうちいずれか早い日の前日以前を

期限として行い、物別官室長は、当該期限までに対応が完了しない場合は、

入札に必要な書類の提出を満足しなかった者として以降の手続に参加でき

ない旨を入札者に伝える。 

⑾ 物別官室長は、第７号又は第９号に規定する求めを行う理由について入札

者から尋ねられた場合であって、当該理由に不開示とすべき情報が含まれる

ときは、当該理由を開示できない事由を回答する。 

⑿ 物別官室長は、付紙第３第ｎ項第２号イ及びウに掲げる資料の提出がなく、

又は第７号若しくは第９号に規定する求めへの対応を期限までに完了しな

かった入札者については、その時点で不合格と判定し、以降の手続きに参加

させない。 

⒀ 課長通知別紙第１０項に規定する技術等に係る評価は、課長通知別紙第９

項の規定により作成した評価要領に基づき、部長通知別紙第８項に規定する

会議体評価方式により行う。この場合において、付紙第１－１又は付紙第１

－２の第ｎ項及び第ｍ項に係る評価は、第６号の資料並びに第７号及び第９

号の規定による資料、説明等を付し、業務従事者名、入札者名等を明らかに

して行う。 

 

４ 契約担当官等は、前項に該当する契約について、企画競争その他随意契約の

方式を適用する場合又は時間的制約その他の必要から部長通知別紙第３項の

規定に基づき最低価格落札方式を適用する場合には、随意契約の方式を適用

するときにあっては適宜の公示等により、最低価格落札方式を適用するとき

にあっては入札公告等に付紙第４を基準とする規定を設けることにより、次

の各号に掲げる資料を提出させ、前項第１号及び第５号から第１２号までの

規定の例により、仕様適合性を確認するものとする。 

⑴ 各業務従事者毎の氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績そ

の他の経歴、専門的知識その他の知見、資格、母語及び外国語能力、国籍そ

の他文化的背景、業績等（修業、従事、取得等の時期及び期間を含む。）が

分かる資料 

⑵ 顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、契約相手方の

代表権を有する者、役員（持分会社にあっては社員を含む。）、管理職員等で

あっても、当該契約に基づきその取扱いを認められた者以外の者は、これに

接してはならず、かつ、職務上の下級者等に対してその提供を要求してはな

らない旨を定める社内規則（締約締結のときまでに施行予定であるときは、

当該施行期日が明記された発簡済みの未施行規則）の写し（仕様書の要求に

関わらない部分は、残余の部分から当該部分が仕様書と無関係であると判別

できる態様により、墨塗り等の方法により消除させることができる。） 

⑶ 契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フラ

ンチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業

務支援、助言、監査等を行う者（次号において「親会社等」という。）の一



覧及び契約相手方との資本又は契約（名称如何を問わない何らかの合意をい

い、間接契約、三者間契約等を含む。以下同じ。）関係図 

⑷ 顧客との契約に基づき契約相手方以外の者に対する伝達又は漏えいが禁

じられた情報が報告、共有その他情報提供の対象とならないことが明記され

た契約相手方とその親会社等との関係を規定する契約を化体する書面すべ

ての写し（仕様書の要求に関わらない部分は、残余の部分から当該部分が仕

様書と無関係であると判別できる態様により、墨塗り等の方法により消除さ

せることができる。） 

⑸ 前各号の資料によっては付紙第１－１又は付紙第１－２第ｍ.○項ａ）か

らｃ）までに定める情報保全に係る履行体制の実効性に対する法令上、契約

上又は事実上の影響について懸念が存在しないことを確認できない入札者

については、当該懸念が存在しないことを追加的に証明する資料 

 

５ 契約担当官等は、前項に規定する調達が、随意契約に係る手続又は入札に参

加できる者が次の各号のいずれかに該当する者に限られるものである場合に

は、前項第２号から第４号までに掲げる資料の提出を求めないこととして公

示等又は入札公告等に係る期間を短縮することができる。ただし、この場合

においても、付紙第１－１又は付紙第１－２を基準として定める要求事項は

緩和してはならない。 

⑴ 秘密等の取扱いに係る特約条項を付した防衛省との契約を現に履行中で

ある者 

⑵ 前号に掲げるもののほか、当該年度又は前年度に秘密等の取扱いに係る

特約条項を付した防衛省との契約を履行した者であって、調達要求元が属

する機関の長（当該機関が防衛装備庁である場合にあっては関係する長官

官房審議官、部長又は施設等機関の長）が第３項第８号に規定する懸念が

存在しないことをあらかじめ保証する者 

⑶ 当該年度又は前年度に既に第３項第８号に規定する確認を得た者（この

項の規定の適用を受けて確認を得た者を含む。）であって、当該確認に係る

資料（個別の業務従事者に係るものを除く。）について一切の変更がない者 

 

６ 第３項から前項までの規定は、コンピューター製品、電気通信機器若しくは

医療技術製品若しくは医療技術サービス若しくは情報システムの調達若しく

は研究開発若しくは広報に関する契約その他の総合評価落札方式を適用する

ことに係る財務大臣協議が整ったものとされ、又は個別に整った契約（第３項

に規定するものを除く。）であって、業務従事者各個人の学歴、職歴、業務経

験その他の経歴若しくは専門的知識その他の知見、資格等の差異によって事

業の成果に相当程度の差異が生じ、又は秘密等及び保護すべき情報その他の

非公知の情報を契約相手方が知得し、若しくは生成する機会を伴うと認める

ものについて、必要な範囲において準用することができる。ただし、当該契約

が、契約相手方に部内限り若しくは注意の情報（電子計算機情報を含む。以下

同じ。）を提供すること又は秘密等を取り扱わせることを伴うものである場合

には、当該契約に係る手続に参加できる者が前項各号のいずれかに該当する

者に限られるものであるときを除き、第３項から前項までの規定を必要な範



囲において準用するものとする。 

   

７ 前項に規定するもののほか、第４項及び第５項の規定は、コンピューター製

品等又は情報システムの調達に該当しない情報システムに関する契約、研修

に関する契約その他の総合評価落札方式を適用することに係る財務大臣協議

が整ったものとされておらず、かつ、個別にも整っていない契約であって、業

務従事者各個人の学歴、職歴、業務経験その他の経歴若しくは専門的知識その

他の知見、資格等の差異によって事業の成果に相当程度の差異が生じ、又は秘

密等及び保護すべき情報その他の非公知の情報を契約相手方が知得し、若し

くは生成する機会を伴うと認めるものについて、必要な範囲において準用す

ることができる。ただし、当該契約が、契約相手方に部内限り若しくは注意の

情報を提供すること又は秘密等を取り扱わせることを伴うものである場合に

は、当該契約に係る手続に参加できる者が第５項各号のいずれかに該当する

者に限られるものであるときを除き、第４項及び第５項の規定を必要な範囲

において準用するものとする。 

 

８ 第４項、第６項又は前項の規定により契約を行う場合において、秘密等の

取扱いに係る特約条項を付した防衛省との契約を現に履行中である者が、当

該契約の件名その他当該契約を特定するに足る情報を添えて申し出たとき

は、第４項第２号から第４号まで又は付紙第３第ｍ項第２号エ①から③まで

に掲げる資料の提出を免除するものとする。 

 

９ 第３項第５号から第１０号まで及び第１２号並びに第４項から第７項まで

の規定にかかわらず、契約担当官等は、公共調達の適正化を図るための措置

について（装管調第１０７号。２７．１０．１。以下「適正化措置」とい

う。）第１項第５号から第７号までの規定に基づき、又は事業者が有する許

認可、ライセンス、設備、製造図書等（適正化措置第１項第８号アの規定に

基づき行われた随意契約を履行する過程において契約相手方が知得した当該

契約の対象装備品等に係るソースコードの純正な解釈を含む。）を要件とす

る企画競争若しくは公募の結果等に基づき随意契約を行う場合には、第４項

第１号に掲げ、又は付紙第３第ｎ項第２号イ並びに第ｍ項第２号イ及びウの

規定に基づき、若しくは付紙第４の規定に基づく個別の業務従事者に係る資

料（以下「個別資料」という。）の提出の時期を、契約の締結後を含む保護

すべき情報又は秘密等の取扱いに着手するときまで猶予することができる。

この場合において、個別の業務従事者の経歴、知見等を確認しなくても事業

者としての履行の確保に特段の支障を生じないと契約担当官等が認めるとき

は、情報セキュリティ通達添付資料別紙に示す、装備品等及び役務の調達に

おける情報セキュリティ基準第５第２項第１号エの規定による取扱者名簿の

同意申請又は秘密等に係る同等の手続をもって個別資料の提出に代えさせる

ことができる。 

 

 

 



 

付紙第１－１ 

 

仕様書において定める要求事項 

 

１ 総則 

 １.○ 引用文書等 

 １.○.１ 引用文書 

 １.○.１.１ 法令等 

ａ）装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（防装 

庁（事）第１３７号。令和４年３月３１日。以下「情報セキュリティ通達」 

という。) 

 

ｎ 本○○に関する要求 

 ｎ.○ 本○○の実施体制 

 契約相手方は、本○○の実施に当たって次の体制を確保し、これを変更する

場合には、事前に官と協議するものとする。 

ａ）～ｘ） ○○○○ 

ｙ） 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事す

る個人（以下「業務従事者」という。）を確保すること 

ｚ） 前記ｙ）の業務従事者が○○［要求する特定の経験、資格、業績等］を

有すること 

ｖ） 上記ｙ）の業務従事者が、前記ｚ）に掲げるもののほか、履行に必要若

しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、語学（母語及び外国語能

力）、文化的背景（国籍等）、業績等を有すること 

ｗ） 前記ｖ）の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要

な業務所要に対応できる態勢にあること 

 

ｍ その他の指示 

 ｍ.○ 情報保全 

 契約相手方は、この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報（情報セキュ

リティ通達第２項第１号に規定する情報をいう。）その他の非公知の情報（以

下「保護すべき情報等」という。）の取扱いに当たっては、１.○.１.１項ａ）

装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（防装庁

（事）第１３７号。令和４年３月３１日）における添付資料「装備品等及び役

務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備

品等及び役務の調達における情報セキュリティ基準」に基づき（保護すべき情

報に該当しない非公知の情報にあっては、これらに準じて）、適切に管理する

ものとする。この際、特に、保護すべき情報等の取扱いについては、次の履行

体制を確保し、これを変更した場合には、遅滞なく官に通知するものとする。 

ａ） 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報が、

保護すべき情報（情報セキュリティ通達第５項第４号の規定に基づく解除を

しようとする場合に、同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報とし



て取り扱うものとする。）として取り扱われることを保障する履行体制 

ｂ） 官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障す

る履行体制 

ｃ） 官が書面により個別に許可した場合を除き、契約相手方に係る親会社、

地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタン

トその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う

者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないこと

を保障する履行体制 

  



付紙第１－２ 

 

仕様書において定める要求事項 

 

１ 総則 

 １.○ 引用文書等 

 １.○.１ 引用文書 

 １.○.１.１ 法令等 

ａ）秘密保全に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３６号。以下「省秘訓 

令」という。） 

ｂ）防衛装備庁における秘密保全に関する訓令（平成２７年防衛装備庁訓令

第２６号。以下「庁秘訓令」という。） 

ｃ）日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法（昭和２９年法律第１６６

号。以下「ＭＤＡ保護法」という。） 

ｄ）特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号。以下「特定

秘密保護法」という。） 

ｅ）装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（防装

庁（事）第１３７号。令和４年３月３１日。以下「情報セキュリティ通達」

という。) 

 

ｎ 本○○に関する要求 

 ｎ.○ 本○○の実施体制 

 契約相手方は、本○○の実施に当たって次の体制を確保し、これを変更する

場合には、事前に官と協議するものとする。 

ａ）～ｘ） ○○○○ 

ｙ） 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事す

る個人（以下「業務従事者」という。）を確保すること 

ｚ） 前記ｙ）の業務従事者が○○［要求する特定の経験、資格、業績等］を

有すること 

ｖ） 上記ｙ）の業務従事者が、前記ｚ）に掲げるもののほか、履行に必要若

しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、語学（母語及び外国語能

力）、文化的背景（国籍等）、業績等を有すること 

ｗ） 前記ｖ）の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要

な業務所要に対応できる態勢にあること 

 

ｍ その他の指示 

 ｍ.○ 情報保全 

 契約相手方は、この契約の履行に際し知り得た秘密等（省秘訓令第２条第１

項に規定する秘密、庁秘訓令第２条第１項に規定する秘密、ＭＤＡ保護法第１

条第３項に規定する特別防衛秘密及び特定秘密保護法第３条第１項に規定す

る特定秘密をいう。）の取扱いに当たっては、この契約に適用される各特約条

項に基づき、また、保護すべき情報（情報セキュリティ通達第２項第１号に規

定する情報をいう。）その他の非公知の情報（以下「保護すべき情報等」とい



う。）の取扱いに当たっては、１.○.１.１項ｅ）装備品等及び役務の調達にお

ける情報セキュリティの確保について（防装庁（事）第１３７号。令和４年３

月３１日）における添付資料「装備品等及び役務の調達における情報セキュリ

ティの確保に関する特約条項」及び別紙「装備品等及び役務の調達における情

報セキュリティ基準」に基づき（保護すべき情報に該当しない非公知の情報に

あっては、これらに準じて）、それぞれ適切に管理するものとする。この際、

特に、秘密等及び保護すべき情報等の取扱いについては、次の履行体制を確保

し、これを変更した場合には、遅滞なく官に通知するものとする。 

ａ） 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報が、

保護すべき情報（情報セキュリティ通達第５項第４号の規定に基づく解除を

しようとする場合に、同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報とし

て取り扱うものとする。）として取り扱われることを保障する履行体制 

ｂ） 官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障す

る履行体制 

ｃ） 官が書面により個別に許可した場合を除き、契約相手方に係る親会社、

地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタン

トその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う

者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないこと

を保障する履行体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付紙第２ 

 

評価基準における評価項目に盛り込む評価要素 

 

１ 実施体制に係る評価項目において、事業者の能力、体制、実績に関するもの

の一つとして評価すべき要素 

⑴ 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報が、

秘密等及び保護すべき情報等（保護すべき情報については、情報セキュリテ

ィ通達第５項第４号の規定に基づく解除をしようとする場合に、同号に規定

する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとする。）として

取り扱われることを保障する履行体制を有していること 

⑵ 官の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障す

る履行体制を有していること 

⑶ 官が個別の書面により承認した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地

域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント

その他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者

を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを

保障する履行体制を有していること 

 

２ 実施体制に係る評価項目において、契約を履行する業務に従事する個人（以

下「業務従事者」という。）について、個別に要求する特定の経験、資格、業

績等とは別に共通的に評価すべき要素 

⑴ 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい者であること 

⑵ 前号の業務従事者が履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知

見、資格、語学（母語及び外国語能力）、文化的背景（国籍等）、業績等を有

すること 

⑶ 前号の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業

務所要に対応できる態勢にあること 

  



付紙第３ 

 

入札説明書において定める手続事項 

 

ｎ 入札書の提出場所等 

⑴ 入札書及び入札に必要な書類の提出場所 

  ○○○○ 

⑵ 入札書及び入札に必要な書類の提出期限 

 ア 入札書等（競争参加資格の確認のために必要な資料を含む。） 

   令和○年○月○日（○○時○○分） 

 イ 業務従事者リスト及び履歴資料 

   令和○年○月○日（○○時○○分） 

 ウ 非公知の情報の取扱いに関する資料 

   令和○年○月○日（○○時○○分） 

 エ 提案資料 

   令和○年○月○日（○○時○○分） 

 

ｍ その他 

⑴ 入札及び契約手続に使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨 

⑵ 入札者に要求される事項 

ア この一般競争に参加を希望する者は、「入札及び契約心得」（平成２７

年１０月１日防衛装備庁公示第１号）、入札公告及びこの入札説明書並

びに契約条項を了知の上、入札しなければならない。（以下略） 

イ この一般競争に参加を希望する者は、業務従事者リスト及び次に示す

履歴資料、別封の非公知の情報の取扱いに関する資料、別封の提案資料

並びに封入した入札書を上記ｎ⑵の入札書及び入札に必要な書類の提

出期限までに提出しなければならない。 

 なお、入札者は、提出した資料に関し、説明、質問への回答、追加資

料の提出、契約担当官等との協議等に応じる義務を負うものとする。 

ウ 業務従事者に係る履歴資料は、任意の書式により次の内容を記載する。 

ただし、必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。 

① 各業務従事者毎の氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修

実績その他の経歴、専門的知識その他の知見、資格、母語及び外国語

能力、国籍その他文化的背景、業績等（修業、従事、取得等の時期及

び期間を含む。） 

エ 非公知の情報の取扱いに関する資料は、次を標準とする。ただし、必

要に応じ追加資料の提出を求めることがある。 

① 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情

報が、秘密等及び保護すべき情報等（保護すべき情報については、情報

セキュリティ通達第５項第４号の規定に基づく解除をしようとする場合に、

同号に規定する確認を行うまでは保護すべき情報として取り扱うものとす

る。）として取り扱われる場合は、契約相手方の代表権を有する者、役員



（持分会社にあっては社員を含む。）、管理職員等であっても、当該契

約に基づきその取扱いを認められた者以外の者は、これに接してはな

らず、かつ、職務上の下級者等に対してその提供を要求してはならな

い旨を定める社内規則（締約締結のときまでに施行予定であるときは、

当該施行期日が明記された発簡済みの未施行規則）の写し（仕様書の

要求に関わらない部分は、残余の部分から当該部分が仕様書と無関係

であると判別できる態様により、墨塗り等の方法により消除すること

ができる。） 

② 契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、

フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、

監督、業務支援、助言、監査等を行う者（③において「親会社等」と

いう。）の一覧及び契約相手方との資本又は契約（名称如何を問わな

い何らかの合意をいい、間接契約、三者間契約等を含む。以下同じ。）

関係図 

③ 顧客との契約に基づき契約相手方以外の者に対する伝達又は漏え

いが禁じられた情報が報告、共有その他情報提供の対象とならないこ

とが明記された契約相手方とその親会社等との関係を規定する契約

を化体する書面すべての写し（仕様書の要求に関わらない部分は、残

余の部分から当該部分が仕様書と無関係であると判別できる態様に

より、墨塗り等の方法により消除することができる。） 

⑶～ （以下略） 

  



付紙第４ 

 

最低価格落札方式の適用時の入札公告等において定める手続事項 

 

ｎ その他 

(ｍ) 入札に関する条件 仕様書第ｎ.○項に定める本○○の実施体制並びに

第ｍ.○項ａ）からｃ）までに定める情報保全に係る履行体制に関する資

料を提出し、適合すると認められること（提出期限：令和○年○月○日

○○:○○。必要に応じ追加資料の提出を求めることがある。）。 

 


